
 

 

事 務 連 絡 

令 和 3 年 1 月 2 2 日 

  

 

  関東ブロック発注者協議会会員 各位 

 

関東ブロック発注者協議会会長 

関東地方整備局長  土井 弘次 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の 

対象地域の拡大を踏まえた対応について（参考送付） 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年１月 13 日に緊急事態宣言 

の対象地域が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の１都３県から栃木県、岐阜県、愛知県、 

京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を含む１都２府８県に拡大されました。 

これを踏まえ、拡大された地域における国土交通省直轄の工事及び業務について、別添の

とおり通知がされているところです。貴職におかれましても参考とされますよう送付させて

いただきます。 

また、建設業者団体の長宛てにも、下記のとおり通知が行われていますので、併せてお知

らせいたします。 

【建設業者団体の長宛て】 

・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の対象地域の拡大を踏まえた対応について

（参考送付） 

 

 

 ＜内容に関する問い合わせ先＞ 

  国土交通省 関東地方整備局 

    企画部 技術管理課 荒井 TEL 048-600-1331（直通） 

        技術調査課 後閑 TEL 048-600-1332（直通） 
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